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◆　FAX・メール・ビラの嵐で緒戦の勝利　

　与党が１５日に委員会開催、２２日の公聴会議決を提案

　３月８日の衆議院の憲法調査特別委員会は、安部首相の５月３日までの成立を期すという意向を汲んで中山委員長の職権で設定されたものの、改憲手続き法案が憲法を変えて「戦争できる国」への一里塚であることが明らかになり、国民の批判と反対の運動が急速に盛り上がる中、特別委員会は開会することができず流会となり、採決の前提となる公聴会の設定もできませんでした。これは、短期決戦の強行突破路線に出た安部首相の出鼻をくじくものとなり、緒戦の「勝利」とも言えるものでした。
■ ４月中旬衆議院採決　会期内成立に執着する安倍政権
自民党は、８日の特別委員会が流会となった時点で、１３日に理事懇・理事会、１５日に特別委員会、２２日公聴会、２９日特別委員会採決、３０日本会議採決を最短日程で描いていると伝えられていましたが、安倍首相が１１日のＮＨＫ番組で「５月３日までの可決成立にはこだわらない」と発言したことで、与党は１２日、「５月３日の憲法記念日までの成立にこだわらないものの、統一地方選挙の前半戦が終わった直後の来月中旬にも衆議院通過を図ることで調整を進めることになった」と言われています。 
安倍首相は、政権の存亡をかけ当面４月中旬の衆議院採決、６月２３日までの会期内成立に「断固とした気概と精神」をもって本腰で臨んでおり、首相の意を体した与党は、単独採決も辞さない構えと、民主党の取り込み作戦を使い分けしながら、一方では、いっせい地方選挙の去就と参議院選挙を両睨みしながらの「早期成立」を狙っています。
一方、４月末までに衆議院で可決しても参議院の審議には最低１ヵ月以上必要であることや、参議院に送られても可決成立しなければ、参議院選挙(７月２２日投票)で院の構成が変わるため廃案になるため、安倍首相は退路を絶って強行突破に出ることも考えられ、まさに毎日がつばぜり合いのたたかいとなっています。
現に与党は、衆院憲法特の理事懇談会を明日１４日、16時から委員長室にて行うことを連絡してきました。自民党の保岡筆頭理事は、15日に委員会を開催し、22日の公聴会開催を決めたいと言っており、兎にも角にも採決の大前提である公聴会開催を突破口に採決時期のフリーハンドを得ようとしています。
■　統一地方選挙　改憲反対・９条守れのせ論で自民に痛打を
２２日には統一地方選挙の先陣を切って１３都道府県知事選挙が告示となり、４月８日の投票日に向けて「改憲候補」か「憲法擁護候補」かの選択も含めて国政に大きな影響を与えることは間違いありません。
この間、私たちの運動や「九条の会」の運動が織り成すように発展し、自民党の改憲案が９条を投げ捨てて日本を再び「戦争する国」にするものであることがいっそう明らかになってきました。安部首相の度重なる「５年任期内に改憲」「改憲を参議院選挙の争点にする」「５月３日までに手続き法案を成立させる」などの発言によって、国民の前に改憲手続き法案が改憲と「戦争する国」づくりに直結した法案であることの狙いがより明らかになりつつあります。
そして、安部首相の「改憲」に向けた実績づくりの中心的柱に改憲手続き法が位置づけせられていることに対し、国民の危惧と不安が日増しに強まっています。地方紙の山陽新聞に「国民投票法案　成立を急ぐべきでない」（０７/９）、秋田魁新報「国民投票法案　参院選対策にはするな」（０３/１０）の社説が出るなど世論は急激に変化しています。
■　今週からのたたかいが、勝負を決する
国会は改憲手続き法案をめぐり、今週から月末までのたたかいが、極めて重要になってきました。職場と地域から要求実現と選挙闘争と結んで「憲法改悪反対、改憲手続き法はいらない」との世論と運動を全国的に強める宣伝・対話・学習・署名・国会議員と政党要請、集会・デモなどに全構成員が参加する状況を作り出す必要があります。

　そして、当面、３月１５日午前の国会傍聴・議員要請、昼の衆議院議面行動、３月２０日の中央行動を大きく取り組みむとともに、「イラク戦争4年　全国一斉３・２０行動」を全国各地で成功させることが重要です。　
■　改憲手続き法案の狙いと問題点を広範な世論に
この時期、東京共同センターは６０万枚、埼玉は５０万枚、など独自の宣伝物も作成し、一気に情勢を変える取り組みにしようとしています。「９の日」定例宣伝は、緊迫した情勢のもとで、大阪１５０、埼玉60、東京１０、北海道、愛知などでとりくまれました。秋田では「９・１９・２９」宣伝に毎月取り組み、宣伝カーを連日運行し、東京の練馬区では１０日に宣伝カー数台を繰り出し、大量宣伝に取り組みました。
◆滋賀で「改憲手続法案阻止」県連絡会結成

憲法9 条を守るために、憲法改悪の“手続き法案”成立を阻止しよう
3 月5 日、県労連の西山佳子議長代行や玉木昌美弁護士、社会福祉を拡充させる会の渡辺武さんの呼びかけで、国民投票法案の学習会と「改憲手続き法案阻止」滋賀県連絡会の結成集会を大津市内で開催しました。
呼びかけ人である玉木昌美弁護士は、「改憲手続き法のカラクリ」と題して、国民の2 割の賛成で改憲が可能であることや最低投票率の定めがないこと、有料広告が無制限であることなど、法案が極めて非民主的な内容であることを詳細に説明し、安倍内閣に対して国民が望む政策のうち、憲法改正はたったの7%と、下から2 番目であった読売新聞の世論調査も紹介しながら、憲法9 条の改悪に向けた第一歩である改憲手続法案の成立を阻止することを呼びかけました。
その後行われた結成集会では、連絡会の名称と財政、行動の提案が行われ、署名用紙とリーフレット、呼びかけ文の3 点セットを大きく県民に広げることや、学習会の取り組み、県内主要駅頭での宣伝・署名行動などが提案されました。参加者からは「改憲手続き法を許さない決意を固める県民集会などを取り組むべき」「具体的で緻密な行動の提起を」など、積極的な意見が出されました。連絡会は19 日に役員会を開催し、今後の具体的な活動を決定します。
連絡会に参加している自治労連や高教組などは、県内の主な駅(大津駅、石山駅、草津駅、西大津駅、近江八幡駅、長浜駅)を分担し、宣伝・署名活動に取り組みました。
　連絡会は、「9 日」の宣伝行動をはじめ、対話や署名の取り組みを強めるとともに、地元議員事務所をはじめ特別委員会委員に対しFAX、メール、ハガキ、直接要請、その他あらゆる方法で抗議・要請・激励の行動を引き続き呼びかけています。
◆ 大阪 議員要請､メール・ＦＡＸの集中提起
大阪共同センターは３月７日、１４地域・２１団体５０名が参加して、国会情勢とかみあった運動の方向を討議し、ミニ学習では西晃事務局次長が、改憲手続き法案の狙いと本質を説明しました。

筆保事務局長は、改憲手続き法案の廃案にむけ、①特別委員や大阪選出議員へ廃案を求める要請訪問、メール・ＦＡＸの集中を急ぐこと。②廃案を求める署名を推進すること。③学習・宣伝活動の強化を提起しました。また、府民過半数署名や「９条の会」づくりを運動の中心にすえ、当面する「３・２０大阪集会」「５・３九条の会おおさかのつどい」の成功をよびかけました。

■「パンドラの箱」をひらく。国会法改悪で動き出す憲法審査会

　橋本敦弁護士は「闘いの時は来たれり」と発言。――「国民投票法案の施行は成立後３年以後だから、差し迫った問題ではない」と考えるのは間違っている。投票法と合わせて国会法が可決されると、その次の国会から（与党の狙いですすめば今秋）憲法審査会が設置され、改憲案についての調査、審議ができ、改憲案を決定することもできることになる。

　この憲法審査会は、憲法に関わる調査だけを目的とした現行とまったく異なり、改憲作業に踏み込むことを最大の任務としたもの。正式な憲法改正原案が両院に提出される。

　国民投票法案の問題点――①国民への周知徹底期間なく、②わずか十数％の賛成で改憲でき、③カネの力でＣＭ・広報が改憲派ににぎられ、④公務員・教育者あわせて数百万人から言論と活動の自由を奪うことも指摘。

国民投票法案は改憲への「パンドラの箱」をあけること、同時にこれを廃案にさせることが改憲をあきらめさせることになると、よびかけられました。

■　憲法闘争は重大　「闘いの時は来たれり」
改憲手続き法案は、国民世論の反対で公聴会日程を議決する衆院憲法調査特別委員会開催は見送られたものの、自民・公明は、「与党単独採決ででも」「月内衆院通過」をねらう姿勢はくずしていません。自民党は安倍総理を本部長とする改憲国民運動推進本部を設置し、４月中には党主催の改憲大集会を開催することを決めました。アメリカの手先になって戦争する国に変えるための憲法破壊に直結する改憲手続き法案をめぐって、憲法闘争は重大段階に入り、いよいよ「闘いの時は来たれり」となりました。

◆ 奈良 連続的な宣伝と地元議員要請に全力
奈良県共同センターは１２日、奈良県選出衆院国会議員地元事務所へ、国民投票法案阻止の要請行動を行いました。午前中は生駒市の自民党高市早苗事務所、大和郡山市の国民新党滝実事務所、午後は大和高田市の自民党奥野信亮事務所を訪問。「改憲と地続きの改憲手続き法は必要ない。その手続き法案を強引に通すための公聴会は設定すべきでない」と要請しました。いずれも、早期議決には同意できないとの意見が、圧倒的でした。
共同センターは９日の宣伝に続いて１２日夕方にも緊急の宣伝行動を近鉄奈良駅前で行い民医連4、平和委、自由法曹団、奈労連、救援会などから9名が参加。13日、１５日、２２日にも近鉄奈良駅前での宣伝活動を計画しています。
　１６日にはセンター結成5周年記念講演会を奈良県文化会館で内藤功さん(日本平和委員会代表理事)を講師に迎えて「米軍再編と憲法」のテーマで講演会を開き、完成したばかりの｢国民投票法案許すな！県民意見ポスター｣を張り巡らす運動にも取り組みます。１８日には「イラクから、米軍・自衛隊は全面撤退を要求３・１８国際連帯行動イン奈良」―憲法改悪のための国民投票法案を許すな！憲法九条守れ！―米軍基地再編・強化反対！集会を奈良公園で開きデモ行進も行ないます。さらに、政党、憲法調査特別委員、地元選出議員に対して、要請メール・ＦＡＸの集中を呼びかけています。
◆埼玉　地元議員３６人に要請

　県民要求実現埼玉大運動実行委員会は、３月７日午前に衆議院第２議員会館内での院内集会、昼休みの議員会館前集会、午後は埼玉県選出の衆参国会議員３６人に国民投票法案の廃案を求める要請を行いました。この行動には、埼玉土建、埼商連、埼教組などから67人が参加しました。　
◆東京「大田たまがわ九条の会」２９名の参加で、街角を“九条ウォーク”
――「九条守れ、改憲手続法反対」をアピール　―
　与党が5月3日の憲法記念日までに改憲手続法案（国民投票法案）の成立をめざすという情勢のなか、法案の廃案を求める署名活動、地域へのチラシの全戸配布の取組みと併せて、晴れて暖かい3月3日、初めての試み、街角を宣伝して歩く「九条ウォーク」を実施しました。参加者は、それぞれ思い思いのプラカード、ゼッケンや横断幕を手づくりして、矢口区民センター脇の小公園に集まってきました。参加者の顔ぶれは、乳母車を押しての参加や小さなお子さんの手を引いての参加の方、若者たち、ご年配の方々と、多彩。合わせて29名の方々と小さなお子さん数名が参加し、約２時間、新田商店街、千鳥町商店街、下丸子商店街などを、「九条守れ、改憲手続法反対」のアピールをしながら歩きました。参加者はゼッケンを着け、プラカードを持ったり、風船を持ったり、チラシも署名用の画板もと、宣伝ツールが盛りだくさんで、お祭りのようなうきうきした気分でした。
　商店街をゆっくり歩きながら、道行く人たちや沿道の商店にチラシを配り、署名のお願いをし、ハンドマイクやメガフォンで音による訴えにくわえ、風船、ノボリ、横断幕やプラカード、ゼッケンなどで 視覚にもアピール。道行く人たちも、この一団は何だろうと注意を向け、チラシもよく受取ってくれました。都営住宅前とコース途中のスーパー・マルエツ前や武蔵新田駅前、スーパー・サミット前、千鳥町駅前、下丸子駅前、下丸子商店街脇の小公園では立ち止まって宣伝し、法案反対署名の訴えも行ないました。
　「九条ウォーク」の参加者は、確かな手ごたえを感じながら、改憲手続き法案の成立を許さない想いをいっそう固めて、区民プラザ前で散会しました。

　短信･ホットライン　
■ 国会議員にメール・FAXの集中を！　　
○ 憲法改悪反対共同センターホームページに「国会議員にメール・FAXを送ろう！『「憲法改悪・国民投票法反対』一斉送信メールフォーム」　―転送・転載は大歓迎―
○ 「憲法改悪反対・9条を守れ」「改憲手続き法は廃案に!」の声を届けましょう。
○ 特別委員・政党・マスコミにはメールだけでなくＦＡＸも送ることができます。
○ 「一斉メールフォーム」を各団体の機関紙、ニュース、チラシ等で広く知らせましょう。また、メーリングリストで知人友人にも知らせましょう。
<共同センターHP>　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　
<メールフォーム>  http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm
■ １５日昼に衆議院議面へ　特別委員会を監視しよう！
　憲法改悪反対共同センターは、１５日の特別委員会開催に合わせ同日午９時から１２時まで傍聴体制をとります。昼休みには、衆議院議員面会所で国会報告、各界の運動交流と決意表明、行動提起などを行ないます。東京・首都圏かんらの参加をお願いします。
傍聴希望者は笠井亮事務所(03-3508-7439)に事前に連絡を取ってください。
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